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(57)【要約】
【課題】シールド工法の曲線部において、セグメントを
確実に設置する。
【解決手段】セグメントの外周側に突出可能で地山Ｇに
当接可能な当接部材５を備える。そして、シールド工法
の曲線部において、セグメントの外周側に当接部材５を
突出させて、地山Ｇに当接部材５を当接させた状態でセ
グメントを曲線部に設置する。具体的には、セグメント
の内周側から外周側に突出可能な可動部材４を備え、そ
の可動部材４の突出端に、当接部材５が設けられている
。そして、セグメントの内周側から外周側に可動部材４
を突出させて、その可動部材４の突出端に設けられた当
接部材５を地山Ｇに当接させる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シールド工法の曲線部において、
　セグメントの外周側に当接部材を突出させて、地山に前記当接部材を当接させた状態で
前記セグメントを前記曲線部に設置することを特徴とするシールド工法の曲線部における
セグメント設置方法。
【請求項２】
　前記セグメントの内周側から外周側に可動部材を突出させて、
　前記可動部材の突出端に設けられた前記当接部材を前記地山に当接させることを特徴と
する請求項１に記載のシールド工法の曲線部におけるセグメント設置方法。
【請求項３】
　セグメントの外周側に突出可能で地山に当接可能な当接部材を備えることを特徴とする
セグメント。
【請求項４】
　前記セグメントの内周側から外周側に突出可能な可動部材を備え、
　前記可動部材の突出端に、前記当接部材が設けられていることを特徴とする請求項３に
記載のセグメント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シールド工法の曲線部におけるセグメントの設置方法と、それに用いるセグ
メントに関する。
【背景技術】
【０００２】
　シールド工法では、直線だけでなく曲線施工も行う。
　そして、曲線施工では、コピーカッター等で余掘りを行うため、裏込め材がシールド機
全面に回り込まないように袋付きセグメントを用いることがある（例えば特許文献１、２
参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３０４６５９０号公報
【特許文献２】特開２００６－２９９７２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１、２のような袋付きセグメントは、例えば図４に示すように、計画
余掘り量に余裕高を加えた大きめのサイズで作成することから、施工中に袋Ｂに裏込め材
を注入すると、袋Ｂが膨張して地山を押すことで、矢印で示されるように、セグメントＳ
が移動しやすく、線形確保、シールド機のテールブラシの保護等の観点から問題が生じる
ことがある。
【０００５】
　本発明の課題は、シールド工法の曲線部において、セグメントを確実に設置することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以上の課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、シールド工法の曲線部において
、セグメントの外周側に当接部材を突出させて、地山に前記当接部材を当接させた状態で
前記セグメントを前記曲線部に設置することを特徴とする。
【０００７】
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　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のシールド工法の曲線部におけるセグメント
設置方法であって、前記セグメントの内周側から外周側に可動部材を突出させて、前記可
動部材の突出端に設けられた前記当接部材を前記地山に当接させることを特徴とする。
【０００８】
　請求項３に記載の発明は、セグメントの外周側に突出可能で地山に当接可能な当接部材
を備えることを特徴とする。
【０００９】
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載のセグメントであって、その内周側から外周
側に突出可能な可動部材を備え、前記可動部材の突出端に、前記当接部材が設けられてい
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、シールド工法の曲線部において、セグメントを確実に設置することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明を適用したセグメントの一実施形態の構成を示すもので、当接部材及び可
動部材の組み付け部分を示した断面図である。
【図２】図１の部分に可動部材及び当接部材を組み付けた状態の図である。
【図３】図２の状態から可動部材及び当接部材を突出させて地山に当接させた状態の図で
ある。
【図４】従来の袋付きセグメントによるセグメントの移動を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図を参照して本発明を実施するための形態を詳細に説明する。
（実施形態）
　図１及び図２は本発明を適用したセグメントの一実施形態の構成として可動部材４及び
当接部材５の組み付け部分を示したもので、１はスキンプレート、２は鋼管、３はナット
である。
【００１３】
　図示のように、鋼製セグメントのスキンプレート１に穴を開けて、その内周側に鋼管２
とナット３を溶接する。
　そして、鋼製セグメントの内周側からスキンプレート１のナット３に、可動部材として
の長ボルト４をねじ込んで、スキンプレート１の穴から外周側に突出する長ボルト４の先
端に、当接部材としての鉄板５を溶接する。
【００１４】
　図３は長ボルト４及び鉄板５を突出させて地山Ｇに当接させた状態を示したもので、６
は蓋である。
【００１５】
　すなわち、シールド工法の曲線部において、セグメント設置後、図示のように、長ボル
ト４をナット３に対しねじ込んで、そのボルト先端の鉄板５を地山Ｇに当接させる。これ
により鋼製セグメントの移動がなくなる。
【００１６】
　その後、鋼管２の内側に予め施されたねじ切りに蓋６をねじ込んで固定すれば、セグメ
ントの止水性を確保できる。
【００１７】
　以上、実施形態の鋼製セグメント及びその設置方法によれば、鋼製セグメントの内周側
から外周側に突出可能な長ボルト４及びその先端の鉄板５を備えたことで、シールド工法
の曲線部において、セグメントを確実に設置することができる。
【００１８】
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（変形例）
　以上の実施形態においては、鋼製セグメントとしたが、本発明はこれに限定されるもの
ではなく、コンクリートセグメントであってもよい。
　また、実施形態では、ボルトによる可動部材、鉄板による当接部材としたが、可動部材
及び当接部材の形状や材質等も任意であり、その他、具体的な細部構造等についても適宜
に変更可能であることは勿論である。
【符号の説明】
【００１９】
１　スキンプレート
２　鋼管
３　ナット
４　可動部材
５　当接部材
６　蓋

【図１】

【図２】

【図３】
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